
証明書の誤発行について 

 

１ 覚知日  令和５年１１月８日(水) １６時３０分頃 

 

２ 事案概要 

１１月１日(水)に本市に郵送による交付請求があった証明書について、同姓同

名の別人の証明書を発行し送付していることが、請求者の問い合わせにより判明

しましたので、個人情報の漏えい事案として報告します。 

 

３ 証明書の種類 

   「身分証明書」  （別紙：参考様式） 

本籍地の市区町村が、以下の３項目の民事処分がないことを証明します。証

明書の主な使途は、行政機関等に許認可や資格登録申請の際に個人が請求しま

す。 

(1) 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと 

(2) 後見の登記通知を受けていないこと 

(3) 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと 

 

４ 漏えいした情報の内容 

  ・誤って発行された証明書に記載された方 ・・・ Ａ （県内在住） 

  ・誤った証明書を送付された方      ・・・ Ｂ （県外在住） 

請求とは別人のＡさんの身分証明書を、Ｂさんに送付したことにより、Ａさん

の本籍、筆頭者、氏名、生年月日等が第三者に漏えいしたことになります。 

 

５ 発生原因 

証明書発行の手順においては、「申請内容確認・発行指示」(市)⇒「証明書発

行」(委託事業者)⇒「証明書・送付先確認」(市)と３工程でのチェックを行って

います。証明書発行以降の２工程において確認誤りがあったことが原因です。 

 

６ 現在までの対応 

１１月８日(水)にＢさんに事情説明と謝罪を行い、正しい身分証明書を送付し

ています。誤発行したＡさんの証明書は市に返送されています。 

１１月１５日(水)にＡさんに事情説明と謝罪を行っています。 

 

７ 再発防止の取り組み 

証明書発行手順に関して課内職員を対象に改めて研修を行い、正確な確認作業

の実施について徹底を図ります。 

令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 

福祉環境常任委員会資料 

市 民 協 働 部 市 民 課 




